
 

 
調布市下水道用マンホール蓋設置規定 

 

 

【適 用 範 囲 】 

本 規 定 は，調 布 市 で施 工 する下 水 道 本 管 のマンホール蓋 （人 孔 蓋 ）の基 本 事 項 に

ついて規 定 するものである。 

蓋 の規 格 等 については，「下 水 道 用 鋳 鉄 製 マンホールふた ＪＳＷＡＳ Ｇ-４（日 本

下 水 道 協 会 平 成 ２１年 ３月 改 正 ）」及 び「調 布 市 型 公 共 下 水 道 用 グラウンドマンホー

ル 呼 び３００～９００ 性 能 仕 様 書 (平 成 ２４年 １月 制 定 )」によるものとし，これらに規 定

するもの以 外 の事 項 として，以 下 のとおり定 める。 

 

【種 類 】 

模 様 区 分  

鋳 物 デザイン（絵 柄 ：さるすべり） 

歩 車 道 分 離 されていない道 路 に設 置 するもの。 

歩 道 の一 般 部 に設 置 するもの。 

貼 付 け式 デザイン（カラーデザイン） 

指 定 する場 所 ※の歩 道 内 （乗 入 れ部 除 外 ）にあって，市 が設 置 を指 示 するもの。 

※指 定 図 は別 紙 とし，詳 細 な仕 様 は別 途 定 めるものとする。 

耐 スリップデザイン 

完 全 に歩 車 道 分 離 された道 路 の車 道 内 に設 置 するもの。 

交 差 点 内 に設 置 するもの。 

著 しい傾 斜 地 に設 置 するもの。 

 

荷 重 区 分  

Ｔ－２５ 

車 道 幅 員 （現 況 幅 員 ）５．５ｍ以 上 の道 路 に設 置 するもの。 

５．５ｍ未 満 であっても，大 型 車 両 の通 行 が想 定 される道 路 （切 り下 げ部 を含

む），通 過 交 通 量 の多 い道 路 ，事 業 実 施 中 の拡 幅 予 定 道 路 は本 規 格 を採 用

できるものとする。 

Ｔ－１４ 

車 道 幅 員 （現 況 幅 員 ）５．５ｍ未 満 及 び歩 道  

 

【付 加 機 能 】 

転 落 防 止 梯 子 は人 孔 深 ※２ｍ以 上 のマンホールに設 置 する。 

※人 孔 深 は下 流 管 底 高 さを指 す。 

 

【防 護 蓋 （呼 び径 ３００）】 

ロック機 能 を有 するものとする。 

台 座 と設 置 地 盤 面 との間 は，砕 石 等 により間 詰 めを行 うものとする。 

 

【施 工 方 法 （呼 び径 ６００，９００）】 

路 面 の開 削 方 法 は円 切 工 法 を原 則 とするが，これにより難 い場 合 や監 督 員 の指 示

があった場 合 は桝 切 工 法 とする。 

 



 

開 削 寸 法 については特 段 その定 めがない限 り，復 旧 後 の舗 装 すり付 け状 態 等 を勘

案 し監 督 員 と協 議 し決 定 するものとする。 

 

蓋 の受 枠 と斜 壁 （側 塊 ）はボルト緊 結 により固 定 するものとする。なお構 造 上 設 置 が

困 難 な場 合 は，監 督 員 と協 議 し固 定 方 法 を決 定 するものとする。 

 

斜 壁 にインサートナットが無 い場 合 や，破 損 している場 合 は，あと施 工 アンカー（ケミカ

ル系 ）を設 置 するものとし，あと施 工 アンカーについては母 材 とアンカーとの引 き抜 き

強 度 が３本 で１０６ＫＮ以 上 を安 定 的 に確 保 できる仕 様 とする。 

 

調 整 部 は調 整 リング，無 収 縮 流 動 性 モルタルにより施 工 するものとする。 

ただし道 路 改 築 工 事 等 の先 行 工 事 として行 うもので，蓋 の高 さ調 整 が予 定 されてい

る場 合 はこの限 りではない。 

なお既 設 の調 整 リングを再 使 用 する場 合 は，監 督 員 の承 諾 を受 けるものとする。 

 

斜 壁 （側 壁 ）と調 整 リングの間 ，または調 整 リング同 士 から漏 水 を防 止 するため，必

要 な止 水 処 理 を行 うものとする。 

 

調 整 部 は潜 行 作 業 時 に支 障 が生 じない高 さの範 囲 内 で設 置 するものとし，これを超

える場 合 は斜 壁 交 換 や足 掛 金 物 の設 置 等 の対 応 を行 うものとする。 

 

【その他 】 

本 規 定 に定 めの無 い事 項 または疑 義 がある場 合 や，特 殊 環 境 下 に設 置 する蓋 で上

記 の方 法 により難 い場 合 等 は監 督 員 と協 議 の上 ，決 定 するものとする。 

 

【本 基 準 の適 用 開 始 日 】 

平 成 ２８年 ５月 １日 以 降 に施 工 する工 事 から適 用 するものとする。 
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